
サポートプラン利用規約 
 

スマイル安心おたすけ隊サービス利用規約 
 

第１条（規約の適用） 

東松山ケーブルテレビ株式会社（以下「当社」という）は、本契約者に対し、当社

が別に定める「有線テレビジョン放送契約約款」（以下「テレビ約款」という）、「イン

ターネット接続サービス契約約款」、（以下「ネット約款」という）、KDDI が別に定め

る「KDDI ケーブルプラス電話サービス契約約款」（以下「電話約款」という）、「ケー

ブルプラス電話利用規約」（以下「電話利用規約」という）、KDDI が別に定める「KDDI

ケーブルプラスホーム電話サービス契約約款」（以下「ホーム電話約款」という）、「ケ

ーブルプラスホーム電話利用規約」（以下「ホーム電話利用規約」という）、「モバイル

通信サービス「スマイルフォン」契約約款」（以下「スマイルフォン約款」という）お

よびこの「スマイル安心おたすけ隊サービス利用規約」（以下「本規約」という）に基

づき、「スマイル安心おたすけ隊サービス」（以下「本サービス」という）を提供しま

す。 

第２条（規約の適用） 

本規約は、本サービスの利用に関する条件を満たすテレビ約款、ネット約款、電話

約款、電話利用規約、ホーム電話約款、ホーム電話利用規約、スマイルフォン約款（以

下「対象サービス約款」という）に基づく契約者であって本契約を利用する契約者（以

下「本契約者」という）に適用されるものとします。本契約者は、第３条（本サービ

スの内容）に応じた申込を行うものとし、本規約を遵守するものとします。 

２ 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条

件は、変更後の規約によるものとします。 

３ 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 

第３条（本サービスの内容） 

本サービスは次の種類があります。 

サービスの種類 概要 サービス対応時間 

訪問サポート テレビ約款、ネット約款、電話約

款、電話利用規約、ホーム電話約

款、ホーム電話利用規約、スマイ

ルフォン約款に基づく契約者が

受けられるサポート。訪問し設

定、作業等を実施する。 

午前１０時～午後５時 

２ 本サービスは、前条第１項に規定する本契約者に対し、別表１に規定する利用料

によりで別表 2 に規定するサービスを本契約者向けの作業料で提供します。 

３ 本規約に定めのない事項は、対象サービス約款の定めによるものとします。 

４ 本規約の規定が対象サービス約款の規定と矛盾又は抵触する場合は、対象サービ

ス約款の規定が本規約の規定に優先して適用されるものとします。 

第４条（契約の成立） 

本サービスの申込をする者が、本規約を承諾し、当社指定の手続き方法で当社へ申

込をし、当社がこれを承諾することにより成立するものとします。 

第５条（最低利用期間） 

本サービスは、６ヵ月の最低利用期間があります。 

２ 本契約者は、本サービスの提供を開始した日の属する月を１と起算して６ヵ月の

契約期間内に契約の解除があった場合には、契約の解除の日の属する月の翌月末まで

に一括で解除料をお支払いただきます。なお、解除料は利用料に残余の期間を乗じた

額とします。 

第６条（料金等） 

利用料の支払義務は、サービスの提供を開始した日の属する月から、契約の解除が

あった日の属する月末まで(期間は月単位とし、提供を開始した日と解除又は廃止があ

った日が同一の月に属する場合は 1 ヵ月間とします。)発生するものとし、日割り計

算による精算は行わないものとします。 

２ 本契約者は、本契約に基づき提供を受けた設定作業等について、別表 2 に規定す

る料金を支払うものとします。 

３ 消費税率が変更になった場合には料金が変更になります。 

   

  ４ 料金の支払方法は、本契約者が別に契約する対象サービスの引落口座より口座振

替とします。 

第７条（本契約者が行う契約の解除） 

本契約者は、当社が定める方法により、本サービスを解除することができるものと

します。その場合、本契約者は本サービスの解除手続きを行うものとします。 

第８条（当社が行う契約の解除） 

当社は、次の場合には、本サービスを解除することができるものとします。 

（１）対象サービス約款の全てを解約した場合 

（２）本規約に規定された支払義務を怠った場合 

（３）本規約の規定に違反した場合 

２ 当社は、前項に従い解除された本契約者による再度の本サービスの利用申込をお

断りできるものとします。 

第９条（本サービスの提供条件） 

当社は、本契約の申込みを行う者または本契約者が、次の各号に定める条件を全て

満たす場合にのみ、本サービスを提供します。 

（１）当社が提供する放送サービス、インターネット接続サービス、電話サービスの

いずれかの契約者であること 

（２）当社の設定作業等の実施の時点で、設定作業等を実施する場所にサービス対象

機器等があり、設定作業に必要な ID やパスワード等の設定情報およびドライバソフ

トウェアまたはアプリケーションソフトウェア等が用意されていること 

（３）当社の設定作業等の実施の時点で、本契約者が、そのサービス対象機器等の正

規のライセンスおよびシリアルナンバーを保有していること 

（４）当社の設定作業等の実施に必要な当社または他の事業者が提供するドライバソ

フトウェアもしくはアプリケーションソフトウェア等のソフトウェアライセンスに同

意し、サービス対象機器等へのインストールを承諾すること 

（５）インターネット接続サービスに接続するサービス対象機器等においては、当社

が別表 3 に定める推奨環境以上であること 

第１０条（本契約者の当社に対する協力事項） 

本契約者は、当社が本サービスの提供に必要な協力を求めたときは、当社に対して

次に定める協力を行っていただきます。 

（１）当社の求めに応じた ID やパスワード等の入力 

（２）当社の求めに応じた本サービス提供の為に必要な情報（操作説明書等を含む）

の提供 

（３）本サービス提供前の本契約者の責任におけるサービス対象機器等の重要情報の

複製 

（４）本サービス提供前の本契約者の責任におけるサービス対象機器等の機密情報の

防護措置または消去 

（５）その他、本サービスの提供または設定作業等のために当社が必要と認める事項 

第１１条（除外事項） 

当社は、本契約者が次に定める事項のいずれかに該当すると当社が判断する場合に

は、本サービスの提供を行わないことがあります。 

（１）第９条（本サービスの提供条件）の項目を満たさない場合 

（２）不正アクセス行為またはソフトウェアの違法コピー等、違法行為となる作業や、

対象サービス約款等に禁止している行為を当社に要求する場合 

（３）その他、本契約者の責めによりサービスの提供が困難となる場合 

第１２条（免責事項） 

本サービスの提供後サービス対象機器等が故障した場合、当社の責めに帰すべき理

由がある場合を除き、当社は一切責任を負わないものとします。 

２ 当社の貸与品以外の機器の故障や不具合が起きた場合の修理費や補償等は本契約

者のご負担になります。 

３ 録画機能付き STB または契約者所有の録画機器等について、録画物等（録画機能

付き STB に蓄積、挿入されたデータ全てをいう。）の消失、破損等が生じた場合、ま

た、機器の交換や撤去を行った際に、録画物等が消失した場合、当該損害賠償責任は

発生しないものとします。 

４ インターネットに接続する本サービス契約者所有のパーソナルコンピューター、

タブレット型パーソナルコンピューターおよび外部記録装置について、記録したデー

タ等（蓄積、挿入されたデータ全てをいう）の消失、破損等が生じた場合、当社の責

めに帰すべき理由がある場合を除き、当該賠償責任は発生しないものとします。 

第１３条（責任の制限） 

当社は、本サービスの提供により本契約者に損害が生じた場合、当社の責めに帰す

と認められた場合を除き、当社は一切の責任を負わないものとします。 

第１４条（合意管轄） 

本規約に関し、当社と契約者との間に紛争が生じた場合、当社の本店所在地を管轄

する簡易裁判所又は地方裁判所及び東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第１審の専

属的合意管轄裁判所とします。 

第１５条（定めなき事項） 

本規約に定めなき事項が生じた場合、当社及び本契約者は本規約の趣旨に従い、誠

意をもって協議の上解決にあたるものとします。 

 

附則 

本規約は、２０１３年 ４月１２日から適用します。 

本規約は、２０１５年 ６月１０日から一部改訂します。 

本規約は、２０１６年 ８月１０日から一部改訂します。 

本規約は、２０１７年 ９月 ４日から一部改訂します。 

本規約は、２０１８年 ４月 １日から一部改訂します。 

本規約は、２０２０年 ７月１０日から一部改訂します。 

本規約は、２０２０年１０月 １日から一部改訂します。 

本規約は、２０２１年 ４月 １日から一部改訂します。 

本規約は、２０２１年 ６月 １日から一部改訂します。 

本規約は、２０２１年 ７月２０日から一部改訂します。 

本規約は、２０２２年 ９月２０日から一部改訂します。 

本規約は、２０２２年１１月 １日から一部改訂します。 

本規約は、２０２３年 ９月 １日から一部改訂します。 

 

 

別表 1 利用料 
 

（消費税込） 

  料金額 

基本利用料 
 550 円 

別表２ 作業料 
  

訪問サポート（注 1） 
 

（消費税込） 

放送サービス（注２） 

作業内容 
本契約者 

3 回まで/月 

本契約未契約

者・本契約者 4

回目以降/月 



サポートプラン利用規約 
 

スマイル安心おたすけ隊サービス利用規約 
 

1 台あたり（注３） 

1 出張費用（注４） ０円 ２，２００円 

2 
テレビ映像不良対応（原因切り分け

調査） 
０円 ０円 

3 
ＳＴＢとテレビ・録画機器の接続・

設定 
０円 ２，２００円 

4 
機種交換（標準ＳＴＢ→ブルーレイ

デジ録Ｗ・デジ録Ｗ） 
０円 ３，３００円 

5 
機種交換（ブルーレイデジ録Ｗ、デ

ジ録Ｗ→標準ＳＴＢ、同機種交換） 
３，３００円 ３，３００円 

6 ＳＴＢリモコン交換 （機種による） （機種による） 

7 
ＳＴＢ（リモコン含む）、録画機器

等の操作説明 
０円 ０円 

8 市販テレビ設定 ０円 ３，３００円 

9 市販録画機器配線・設定 ０円 ３，３００円 

10 
ホームネットワーク設定・説明（注

5） 
２，２００円 ５，５００円 

11 サラウンド設定 ２，２００円 ５，５００円 

12 
テレビ移動・接続・設定（３２型ま

で）（注６） 
０円 ３，３００円 

13 
テレビ移動・接続・設定（４６型ま

で）（注６） 
２，２００円 ５，５００円 

14 パソコン地デジ設定 ０円 ２，２００円 

インターネット接続サービス 

作業内容 

本契約者 

3 回まで/月 

本契約未契約

者・本契約者 4

回目以降/月 

1 台あたり（注 3） 

1 出張費用（注 4） ０円 ２，２００円 

2 通信不良対応（原因切り分け調査） ０円 ０円 

3 
パソコンの開梱および初期セット

アップ（Windows 初期画面まで） 
１，１００円 ５，５００円 

4 インターネット接続・メール設定 ０円 ２，２００円 

5 
機器交換（標準 D-ONU→無線ルー

ター内蔵 D-ONU） 
０円 ３，３００円 

6 

機器交換（無線ルーター内蔵

D-ONU→標準 D-ONU、同機種交

換） 

０円 ３，３００円 

7 
Ｊ－ＳＡＦＥ、Ｆ－Ｓｅｃｕｒｅ設

定 
０円 １，１００円 

8 ｉフィルタ設定 ０円 １，１００円 

9 Microsoft Office 設定 １，１００円 ３，３００円 

10 市販セキュリティーソフト設定 １，１００円 ３，３００円 

11 

無線ルーター（スマイル Air 含む）

接続設定（当社販売/レンタル品）

（注７） 

０円 
３，３００円 

（注８） 

12 市販無線ルーター接続設定（注７） 
１，６５０円 

（注９） 

４，９５０円 

（注１０） 

13 有線ルーター接続設定（注７） 
１，１００円 

（注９） 

３，３００円 

（注 8） 

14 Ｗｉ－Ｆｉ端末追加接続設定 ０円 ５５０円 

15 
スマートフォン・タブレット・ゲー

ム機・テレビ Wi-Fi 追加接続設定 
０円 ５５０円 

16 プリンター開梱・初期セットアップ １，１００円 ４，４００円 

17 プリンター設定（USB 接続） ０円 ２，２００円 

18 
プリンター設定（LAN 接続 無線/

有線） 
０円 ３，３００円 

19 
その他パソコン周辺機器接続設定

（注 11） 
０円 ４，４００円 

20 Windows Update ５，５００円 １６，５００円 

21 
スマートフォン・タブレット 

Update 
５５０円 ２，２００円 

22 Windows リカバリー（注 12） ５，５００円 １６，５００円 

23 ウィルス駆除（注 11） ２，２００円 ８，８００円 

電話サービス（ケーブルプラス電話・ケーブルプラスホーム電話） 

作業内容 

本契約者 

3 回まで/月 

本契約未契約

者・本契約者 4

回目以降/月 

1 台あたり（注３） 

1 出張費用（注 4） ０円 ２，２００円 

2 通信不良対応（原因切り分け調査） ０円 ０円 

3 電話オプションサービス設定 ０円 １，１００円 

4 電話機交換 ０円 ２，２００円 

5 
ホーム電話専用アダプタ設置（注

13） 
0 円 ３，３００円 

        



サポートプラン利用規約 
 

スマイル安心おたすけ隊サービス利用規約 
 

MVNO サービス 

作業内容 

本契約者 

3 回まで/月 

本契約未契約

者・本契約者 4

回目以降/月 

1 台あたり（注３） 

1 出張費用（注 4） ０円 ２，２００円 

2 
スマートフォン不具合原因切り分

け（注 14） 
０円 ０円 

3 
故障受付及び代替品お届け 修理

品お届け（注 15） 
０円 ２，２００円 

4 
スマートフォン基本操作説明（当社

販売品） 
０円 ２，２００円 

5 
スマートフォン基本操作説明（他社

販売品） 
１，１００円 ３，３００円 

6 
スマートフォン開梱およびセット

アップ（機種変更）（他社販売品） 
１，１００円 ５，５００円 

7 SD カード挿入 ０円 ２，２００円 

8 電話帳移行 ０円 ３，３００円 

9 アプリインストール（注 16） ０円 ３，３００円 

10 ウィルス駆除（注 11） ２，２００円 ８，８００円 

    

追加工事 

作業内容 

本契約者 

3 回まで/月 

本契約未契約

者・本契約者 4

回目以降/月 

1 工事あたり 

1 出張費用（注４） ０円 ２，２００円 

2 テレビ端子交換 ３，３００円 ３，３００円 

3 
ＳＴＢ、モデム、EMTA 等移動（配

線追加が不要な場合） 
０円 ３，３００円 

4 
ＳＴＢ、モデム、EMTA 等移動（配

線追加工事が必要な場合）（注 17） 
１６，５００円 １９，８００円 

5 配線追加工事（注 17） １６，５００円 １６，５００円 

6 電話露出配線工事（2 次側） １６，５００円 １６，５００円 

7 Ｄ－ＯＮＵ再融着 ５，５００円 ５，５００円 

8 分岐・分配器交換 ３，３００円 ３，３００円 

9 ブースター交換 ５，５００円 １４，３００円 

10 ＢＳ混合器設置 ３，３００円 ３，３００円 

11 ＢＳブースター設置（５端子まで） １１，０００円 １９，８００円 

12 
ＢＳブースター設置（１０端子ま

で） 
２２，０００円 ３０，８００円 

13 BS 分波器設置 ２，２００円 ２，２００円 

注 1：ご加入いただいているサービスに応じたサポートサービスの提供となります。 

注 2：放送サービスに関連するネットワーク設定の提供は、当社インターネットサ

ービスのご契約が条件となります。 

注 3：サービス対象機器等の台数です。接続に必要な機器類、部材等はお客様がご

用意ください。 

注 4：１訪問ごとに作業料費とは別に出張費をお支払いただきます。 

注 5：未契約者は 2 台目より 2,200 円となります。 

注 6：テレビ移動後の STB および録画機器等の接続を含みます。 

注 7：端末 1 台分の設定を含みます。 

注 8：ルーター2 台目以降の設定は 1,650 円です。 

注 9：ルーター2 台目以降の設定は無料です。 

注 10：ルーター2 台目以降の設定は 3,300 円です。 

注 11：お客様のご利用環境によって対応できない場合があります。 

注 12：当社内での作業となるため、引き渡しは翌日以降となります。なおこの場合

の出張費は受取と返却を併せて 1 訪問となります。 

注 13：電話機との配線を含みます。また解約時の取り外しも対応します。 

注 14：当社より購入いただいた端末に限ります。 

注 15：延長保証契約者に限ります。 

注 16：アプリのインストールまでのサポートになります。各アプリの操作方法の説

明や不具合の対応はいたしかねます。また、インストールしたアプリが原因となり

お客様に端末の障害等の損害が生じた場合でも当社は責任を負いかねます。 

注 17：設置部屋までの露出配線となります。なお、工事は別の日にちになります。

配線工事を同日に 2 本以上行う場合、2 本目以降の工事費は本契約者 8,800 円/本、

本契約未契約者 11,000 円/本となります。 

別表 3 インターネット接続機器の推奨環境 

項

目 
推奨環境 

OS 

Windows Windows10 21H2 以降 

Macintosh MacOS Catalina 10.15 以降 

Android Android 10 以降 

iOS iOS 14.0 以降 

いずれも日本語のみ 

 


